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公営企業等の更なる経営改革の推進について

○ 急激な人口減少等に伴い、サービス需要が大幅に減少するおそれ

○ 施設の老朽化に伴う更新需要の増大

○ 職員数が減少する中、人材の確保・育成が必要

○ 特に中小の公営企業では、現在の経営形態を前提とした経営改革の取組だけでは、将来にわたる住民サービス

を確保することが困難となることが懸念

公営企業の現状及びこれからの課題

事業廃止

抜本的な改革の検討

相互に反映

公営企業が行っている事業の意義、経営形態等を検証し、今後
の方向性について検討

更なる経営改革の推進

さらに厳しい経営環境

①事業そのものの必要性・
公営で行う必要性

②事業としての持続可能性

③経営形態
（事業規模・範囲・担い手）

民営化・民間譲渡

広域化等 （※）

民間活用

公営企業の「見える化」

公営企業会計の適用拡大 経営比較分析表の作成・公表

複式簿記による経理を行うことで、経営・資産の状況の「見える化」を推進
→ 将来にわたり持続可能なストックマネジメントの推進や、適切な原価計算に基づく料金水準の設定が可能
→ 広域化等や民間活用といった抜本的な改革の取組にも寄与
経営指標の経年分析や他の地方公共団体との比較を通じて、経営の現状及び課題を分析

※広域化等とは、事業統合をはじめ施設の共同化・管理の共同化などの広域的な連携、下水道
事業における最適化などを含む概念

資料1-2

投資・財政計画（基本10年以上）の策定

人材確保、
組織体制の整備

新技術、ＩＣＴの
活用

広域化等・
民間活用

経営戦略に基づく計画的かつ合理的な経営を行うことにより、
経営基盤を強化し、財政マネジメントを向上

中長期の人口減少の推計等を踏まえた、ストックマネジメントの
成果や将来需要予測を反映させながら、投資・財政計画を策定

各公営企業において、令和７年度までに改定を行う

投資試算 財源試算

（計画期間内に収支ギャップを解消する）

経営戦略の策定・改定
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新経済・財政再生計画 改革工程表2023①



新経済・財政再生計画 改革工程表2023②
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新経済・財政再生計画 改革工程表2023③
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新経済・財政再生計画 改革工程表2023④
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新経済・財政再生計画 改革工程表2023⑤



公営企業の経営戦略の改定の推進について

経営戦略の策定・改定状況（令和５年３月31日時点）
経営戦略の策定状況

未策定の事業や、既に経営戦略を策定している事業でより質を高めるための改定に取り組む事業に対しては、「策定・改定ガイドライン」や「策定・改定
マニュアル」のほか、JFMと共同で実施している経営・財務マネジメント強化事業によるアドバイザー派遣の活用を促し、策定・改定を促進。

策定・改定状況の「見える化」

○ 策定済の6,325事業のうち、改定済の事業は1,639事業（25.9％）、
令和７年度までに改定予定の事業は3,742事業（59.2%）であり、こ
れらを合わせると、既に改定済の事業を含め、令和７年度までに5,381
事業（85.1%）が改定予定。

経営戦略の改定状況

経営戦略の策定・改定の促進

○ 6,532事業(※)のうち、策定済の事業は6,325事業（96.8％）、
未策定の事業は207事業（3.2%）となっている。

経営戦略の改定状況（令和５年３月31日時点） （単位：事業）経営戦略の策定状況（令和５年３月31日時点） （単位：事業）

※ 事業数には、地方債の償還のみの事業や廃止（予定）事業などを含まない。

○ 令和２年度までの策定を要請（平成28年１月） ○ 令和７年度までの改定を要請（令和３年１月、令和４年１月）

○ 毎年度調査を実施し、策定・改定状況を総務省ＨＰにおいて公表することにより、「見える化」を推進。（令和５年度は10月に公表）
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400 (22.9%) 1,036 (59.3%) 1,436 (82.2%) 183 (10.5%) 129 (7.4%) 1,748 (100.0%)

う ち 上 水 道 357 (27.5%) 734 (56.6%) 1,091 (84.2%) 129 (10.0%) 76 (5.9%) 1,296 (100.0%)

うち簡易水道 43 (9.5%) 302 (66.8%) 345 (76.3%) 54 (11.9%) 53 (11.7%) 452 (100.0%)

43 (31.2%) 67 (48.6%) 110 (79.7%) 16 (11.6%) 12 (8.7%) 138 (100.0%)

16 (21.6%) 47 (63.5%) 63 (85.1%) 5 (6.8%) 6 (8.1%) 74 (100.0%)

15 (18.1%) 43 (51.8%) 58 (69.9%) 11 (13.3%) 14 (16.9%) 83 (100.0%)

7 (38.9%) 10 (55.6%) 17 (94.4%) 0 (0.0%) 1 (5.6%) 18 (100.0%)

9 (11.1%) 54 (66.7%) 63 (77.8%) 10 (12.3%) 8 (9.9%) 81 (100.0%)

5 (4.2%) 69 (58.5%) 74 (62.7%) 31 (26.3%) 13 (11.0%) 118 (100.0%)

1 (3.4%) 21 (72.4%) 22 (75.9%) 4 (13.8%) 3 (10.3%) 29 (100.0%)

14 (8.3%) 99 (58.9%) 113 (67.3%) 25 (14.9%) 30 (17.9%) 168 (100.0%)

38 (18.3%) 104 (50.0%) 142 (68.3%) 23 (11.1%) 43 (20.7%) 208 (100.0%)

5 (3.5%) 99 (69.2%) 104 (72.7%) 24 (16.8%) 15 (10.5%) 143 (100.0%)

1,086 (30.9%) 2,093 (59.5%) 3,179 (90.4%) 199 (5.7%) 139 (4.0%) 3,517 (100.0%)

1,639 (25.9%) 3,742 (59.2%) 5,381 (85.1%) 531 (8.4%) 413 (6.5%) 6,325 (100.0%)

③改定予定
（令和８年度以降）

④未定 合計①改定済
小計

（①＋②）

②改定予定
（令和５年度
～７年度）

合 計

と 畜 場

観 光 施 設

宅 地 造 成

駐 車 場

下 水 道

交 通

電 気

ガ ス

港 湾 整 備

市 場

事業数（構成比） 事業数（構成比） 事業数（構成比）

水 道

工 業 用 水 道

事業数（構成比） 事業数（構成比）事業数（構成比）1,748 (98.9%) 20 (1.1%) 1,768 (100.0%)

う ち 上 水 道 1,296 (98.9%) 14 (1.1%) 1,310 (100.0%)

う ち 簡 易 水 道 452 (98.7%) 6 (1.3%) 458 (100.0%)

138 (96.5%) 5 (3.5%) 143 (100.0%)

74 (90.2%) 8 (9.8%) 82 (100.0%)

83 (92.2%) 7 (7.8%) 90 (100.0%)

18 (100.0%) 0 (0.0%) 18 (100.0%)

81 (89.0%) 10 (11.0%) 91 (100.0%)

118 (83.7%) 23 (16.3%) 141 (100.0%)

29 (76.3%) 9 (23.7%) 38 (100.0%)

168 (83.6%) 33 (16.4%) 201 (100.0%)

208 (81.6%) 47 (18.4%) 255 (100.0%)

143 (87.2%) 21 (12.8%) 164 (100.0%)

3,517 (99.3%) 24 (0.7%) 3,541 (100.0%)

6,325 (96.8%) 207 (3.2%) 6,532 (100.0%)

合計②未策定①策定済

観 光 施 設

宅 地 造 成

駐 車 場

下 水 道

合 計

電 気

ガ ス

港 湾 整 備

市 場

と 畜 場

水 道

工 業 用 水 道

交 通

　事業数（構成比） 　事業数（構成比）　事業数（構成比）
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① 今後の人口減少等を加味した料金収入の的確な反映
② 減価償却率や耐用年数等に基づく施設の老朽化を踏まえた将来における所要の更新費用の的確な反映
③ 物価上昇等を反映した維持管理費、委託費、動力費等の上昇傾向等の的確な反映
④ ①②③等を反映した上での収支を維持する上で必要となる経営改革（料金改定、広域化、民間活用・効率化、事業廃止
等）の検討

○ なお、現在、経営戦略の策定を要件としている水道事業の高料金対策、水道管路耐震化事業、旧簡易水道施設（浄水場、
管路等）の建設改良事業及び下水道事業の高資本費対策に係る地方財政措置について、令和８年度から、上記の①～④
の取組を盛り込んだ経営戦略の改定を要件とする予定。

「経営戦略」の改定推進について（令和４年１月25日付け公営企業三課室長通知）

令和６年度の公営企業等関係主要施策に関する留意事項について（令和６年１月22日付け公営企業三課室事務連絡）

○ 賃金や物価の上下動などの社会経済情勢の変化への的確な対応や、情報通信技術や新技術の活用などの効率化・経営健全化
の取組が重要であることから、物価高騰の影響のほか、DX・GXの取組についても、経営戦略に適切に反映させること。

○ 新型コロナウイルス感染症の５類感染症変更後も、テレワークの普及等の行動変容が一定程度定着していることから、このような新
たな経営環境を踏まえた改定を行うことも重要であること。

○ 新たに事業を開始した等の理由により、令和３年度以降に経営戦略を策定した事業においても、経営環境の変化や、これまで期
限を定めて改定を要請していることなどを踏まえ、改定に係る取組を適切に進めること。

○ 経営戦略の見直しに当たっては、特に、次の①～④の事項を投資・財政計画に盛り込むことが持続可能なサービスの提供に
不可欠であること。
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○ なお、令和６年度から令和８年度までを発行期間とする交通事業債（経営改善推進事業）の対象事業は、地方財政法に定め
る「資金の不足額」が生じている交通事業のうち、経営戦略を改定済又は改定に着手済（※）の事業としていること。
※ 令和７年度までは、新型コロナウイルス感染症の影響による経営環境の変化を踏まえた経営戦略を改定済、又は改定に着手している事業、令和８年度は新型コ

ロナウイルス感染症の影響による経営環境の変化を踏まえ経営戦略を改定済である事業とする。

経営戦略の改定に当たっての留意事項



公営企業の抜本的な改革等の推進について

事業廃止 民営化・民間譲渡
公営企業型地方
独立行政法人（※１）

広域化等（※２） 指定管理者制度 包括的民間委託 ＰＰＰ/ＰＦＩ

１０３ 件 １４ 件 ３ 件 ８３ 件 ４ 件 ４６ 件 １７ 件

都道府県
・政令市

市区町村
都道府県
・政令市

市区町村
都道府県
・政令市

市区町村
都道府県
・政令市

市区町村
都道府県
・政令市

市区町村
都道府県
・政令市

市区町村
都道府県
・政令市

市区町村

１０ 件 ９３ 件 ４ 件 １０ 件 ２ 件 １ 件 ５ 件 ７８ 件 ０ 件 ４ 件 ３ 件 ４３ 件 ９ 件 ８ 件

水道 １６

工業用水道 ３

交通 ０

電気 ４

ガス ２

病院 ２

下水道 １９

簡易水道 ３

港湾整備 １

市場 ２

と畜場 ０

宅地造成 １８

有料道路 ０

駐車場 ２

観光 ５

介護サービス ２１

その他 ５

水道 ０

工業用水道 ０

交通 ０

電気 １

ガス ２

病院 １

下水道 ０

簡易水道 ０

港湾整備 ０

市場 １

と畜場 ０

宅地造成 ０

有料道路 ０

駐車場 １

観光 １

介護サービス ７

その他 ０

水道 ０

工業用水道 ０

交通 ０

電気 ０

ガス ０

病院 ３

水道 １９

工業用水道 ０

交通 ０

電気 ０

ガス ０

病院 ３

下水道 ５７

簡易水道 ４

港湾整備 ０

市場 ０

と畜場 ０

宅地造成 ０

有料道路 ０

駐車場 ０

観光 ０

介護サービス ０

その他 ０

水道 ０

工業用水道 ０

交通 ０

電気 ０

ガス ０

病院 １

下水道 ０

簡易水道 ０

港湾整備 ０

市場 ０

と畜場 ０

宅地造成 ０

有料道路 ０

駐車場 ０

観光 ２

介護サービス １

その他 ０

水道 １１

工業用水道 ０

交通 ０

電気 ０

ガス ０

病院 ０

下水道 ３４

簡易水道 １

港湾整備 ０

市場 ０

と畜場 ０

宅地造成 ０

有料道路 ０

駐車場 ０

観光 ０

介護サービス ０

その他 ０

水道 ６

工業用水道 ２

交通 ０

電気 ０

ガス ０

病院 １

下水道 ７

簡易水道 ０

港湾整備 ０

市場 １

と畜場 ０

宅地造成 ０

有料道路 ０

駐車場 ０

観光 ０

介護サービス ０

その他 ０

○各公営企業において、その事業の特性に応じた抜本的な改革の取組が進められている。
○令和４年度において、事業廃止１０３件、広域化等８３件、包括的民間委託４６件などの取組が実施されている。

合計

２７０件

（※１）公営企業型地方独立行政法人については、地方独立行政法人法により、その経営できる事業が定められている。
（※２）広域化等とは、事業統合をはじめ施設の共同化・管理の共同化などの広域的な連携、下水道事業における最適化などを含む概念。

事業統合を行った場合は、統合される事業は事業廃止、統合する事業は広域化等として計上している。
（※３）都道府県・政令市及び市区町村には、それぞれが加入する一部事務組合及び広域連合が含まれる。
（※４）民営化・民間譲渡等、他の事業に統合せずに事業廃止となる場合は、１つの取組をそれぞれの類型に計上している。
（※５）※４のほか、１つの事業で複数の取組を行った事例が存在する。事業数ベースでは合計247事業となる。

（令和３年度実績 ２６１件）

資料1-4
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○公営企業の抜本的な改革等の先進・優良事例の横展開を図るため、「地方公営企業の抜本的な改革等に係る先進・優良事例
集」を平成29年３月に作成・公表し、毎年度更新。

○令和５年３月、公営企業の経営環境の変化（新型コロナウイルス感染症や物価高騰への対応、DX・GXの推進など）を踏まえ、新たに、「公営企業
の持続可能な経営の確保に向けた先進・優良事例集」（以下「事例集」という。）を作成・公表。

○ 抜本的な改革を含む12の取組類型（事業廃止、民営化・民間譲渡、公営企業型地方独立行政法人、広域化等、指定管理者制度、包括的民間委託、
PPP/PFI、DX、GX、公営企業会計の適用、経営戦略の改定及びその他）について、各地方団体から提出いただいた合計319事例を掲載。

○ １事例当たり１ページで掲載するとともに、重要箇所を赤字下線で強調することで、取組の全体像・ポイントをわかりやすく表示。

○ 可能な限り数値を用いて定量的に記載することで、取組の効果を具体的に表示。

取組の概要を表す図

団体名

事例名

取組類型 事業名

担当部署

・公営企業の規模を示す情報

公営企業情報

取組のスケジュール

・取組開始後の新たな課題
・今後の予定

今後の展望・取組を成功させるために工夫
した点
・他の公営企業において特に参
考となる点

取組のポイント

◆総事業費
・取組に要した事業費
◆背景
・公営企業が直面していた課題
・取組開始までの経緯
◆具体的内容
・導入した施設・設備など取組
の詳細な説明
◆効果
・定量的・定性的な効果

取組の概要

事例集の特徴

＜掲載例＞

概要

「公営企業の持続可能な経営の確保に向けた先進・優良事例集」について

22



公営企業会計適用の推進について

○ 地方財政措置（Ｒ10年度まで）

・ 公営企業会計適用債

・ 都道府県が行う市町村への支援に係る地方交付税措置

○ 人的支援

・ 経営・財務マネジメント強化事業によるアドバイザー派遣

・ 電話相談体制の構築

○ 技術的支援

・ マニュアル・Q&A集等

主な支援方策

○ 以下の地方財政措置等について、公営企業会計の適用を
要件とする

・ 下水道事業の高資本費対策 （R６年度決算に基づく算定から）

・ 簡易水道事業の高料金対策 （R６年度決算に基づく算定から）

・ 資本費平準化債 （※）

※ 下水道事業及び簡易水道事業についてはR７年度から

その他の事業についてはR11年度から

地方財政措置等の要件化

公営企業会計適用の取組

○ 急速な人口減少等による料金収入の減少

○ 施設・管路等の老朽化に伴う更新投資の増大

○ 国・地方を通じた厳しい財政状況

公営企業会計適用の必要性
○ 公営企業が必要な住民サービスを将来にわたり安定的に提供し
ていくためには、中長期的な視点に基づき経営を行う必要がある

○ 将来にわたり持続可能な経営を行うには、適切な原価計算に基
づき料金を設定する必要があり、そのためには、公営企業会計の
適用により得られる情報が必須である

現状

23

○ これまで重点的に適用を要請してきた下水道事業及び
簡易水道事業について、98.9％の事業が適用見込み（※）

○ 一方、その他の事業については、 19.2％の事業が適用
見込み（※）となっており、一層の取組の推進が必要

※ R5.4.1時点の取組状況

令和６年１月22日付け自治財政局長通知

○ 適用が完了していない下水道事業及び簡易水道事業
について、早急な適用を要請

○ その他の事業について、できる限り適用を要請
（特に、資産規模が大きく、多額の更新投資を要する事業については、

積極的に移行を検討）
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○ 概要：公営企業会計適用に要する経費について、地方債（公営企業会計適用債）を充当した場合に、その元利償還金の一部
を一般会計からの繰出しの対象とし、当該繰出しについて地方交付税措置

○ 対象経費：地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費（基礎調査・基本計画等策定経費、資産評価・資産台帳作成
経費、財務会計システム導入経費並びに財務規定等を適用した日の属する年度から当該年度の翌々年度までの
間における会計処理及び財務諸表の作成に要する経費等をいう。ただし、財務規定等の適用に係る事務に従事
する職員の給料等は原則として含まれない。）
※ 財務規定等を適用した１年目から３年目までにおける決算書類の作成等に係る外部委託費も対象となる。

○ 財政措置：
－ 簡易水道事業 ：元利償還金の55％に繰出し、元利償還金の55％に普通交付税措置
－ 下水道事業 ：元利償還金の一部に繰出し、元利償還金の21～49％に普通交付税措置
－ 上記以外の事業：元利償還金の50％に繰出し、繰出額の50％に特別交付税措置

（都道府県・指定都市については財政力補正あり）
○ 対象期間：令和10年度まで

１． 公営企業会計の適用に要する経費に係る地方財政措置

２． 都道府県が行う市町村への支援に係る地方財政措置

○ 概要：都道府県が行う市町村の公営企業会計適用の取組への支援に要する経費について、普通交付税措置

○ 対象経費：会議・研修会等の開催、市町村を対象とした個別相談の実施、個別市町村との連絡調整（職員派遣等）、専門人
材養成（研修実施費等）に要する経費

○ 対象期間：令和10年度まで

３．公営企業会計適用前後の資本費平準化債の発行可能額に係る激変緩和措置

○ 概要：公営企業会計の適用に伴い資本費平準化債の発行可能額が減少する場合について、激変緩和措置を講ずる
○ 措置内容：令和７年４月１日までに会計適用する下水道事業及び簡易水道事業並びに令和11年４月１日までに会計適用する

その他の事業について、３年間にわたって激変緩和措置を実施（会計適用後の発行可能額が非適用の場合の算
定方法に基づく発行可能額を下回る場合、差額に一定率を乗じた額を加算） 24

公営企業会計の適用拡大に係る地方財政措置



第三セクター等の経営健全化の推進について

【第三セクター等の経営健全化等に関する指針】
○ 第三セクター等は、経営が著しく悪化した場合、地方公共団体の財政に深刻な影響を及ぼすことが懸念される。そのため、平成21年の
地方公共団体の財政の健全化に関する法律の全面施行以来、第三セクター等の抜本的改革を推進し、経営健全化に一定の成果。
○ 引き続き、各地方公共団体において、関係を有する第三セクター等について経営健全化に取り組むこととしている。（平成26年８月５
日付け総財公第101号総務大臣通知、平成26年８月５日付け総財公第102号自治財政局長通知）
【第三セクター等の経営健全化方針】
○ 特に、相当程度の財政的なリスクが存在する第三セクター等と関係を有する各地方公共団体に対しては、経営健全化方針を策定・
公表するとともに、毎年度、策定した方針に基づく取組状況の公表を要請。（令和元年７月23日付け総財公第19号公営企業課長通知）
○ 策定した方針に基づく経営健全化の進捗状況については、継続的かつ定期的に把握し、評価を行っていく必要。評価の結果、策定した
方針と実績が乖離している場合は、当該方針の見直しを行うなど、財政的なリスクの解消に向けて適切に取り組む必要。（令和６年１
月2２日付け公営企業三課室事務連絡など）

第三セクター等の経営健全化の推進

第三セクター等のうち、当該地方公共団体の出資（出えんを含む。）割合が25％以上である
法人、当該地方公共団体が損失補償、債務保証、短期貸付け及び長期貸付けを行っている
法人で、次の①から③までのいずれかに該当する法人と関係を有する地方公共団体等
① 債務超過法人
② 実質的に債務超過である法人
a 事業の内容に応じて時価で評価した場合に債務超過になる法人
b 土地開発公社のうち、債務保証又は損失補償の対象となっている保有期間が５年以
上の土地の簿価総額が、当該地方公共団体の標準財政規模の10％以上の公社

③ 当該地方公共団体の標準財政規模に対する損失補償、債務保証及び短期貸付けの合
計額の比率が、当該地方公共団体の実質赤字比率の早期健全化基準相当以上の法人

経営健全化方針の策定を要する地方公共団体
方針に基づく
取組を実施

取組状況を
公表

・取組の着実な実施

方針の策定・
公表

※総務省において、毎年度、経営健全化方針の策定状
況や取組状況を調査し、ＨＰで公表。

【事例集の活用】
○ 地方公共団体における第三セクター等の効率化・経営健全化や第三セクター等を活用した地域活性化等に係る取組に当たっては、現
在公表している「第三セクター改革等先進事例集」や、「第三セクター等に関する参考事例集」を積極的に活用すること。（令和６年１月
22日付け公営企業三課室事務連絡）

・進捗状況を評価し、必要に応じて
方針を見直し

25
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令和６年度「地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業」について

○ 人口減少が進展する一方で、インフラ資産の大規模な更新時期を迎える中、財政・経営状況やストック情報等を的確に把握し、「見える

化」した上で、中長期的な見通しに基づく持続的な財政運営・経営を行う必要性が高まっている

○ しかしながら、地方公共団体においては、人材不足等のため、こうした経営・財務マネジメントに係る「知識・ノウハウ」が不足し、小規模

市町村を中心に公営企業会計の適用やストックマネジメント等の取組が遅れている団体もあるところ

地方公共団体の経営・財務マネジメントを強化し、財政運営の質の向上を図るため、総務省と地方公共団体金融機構の共同事業
として、団体の状況や要請に応じてアドバイザーを派遣

（２） 支援の方法

※アドバイザーの派遣経費（謝金、旅費）は、地方公共団体金融機構が負担

（３） 事業規模

○ 約6.5億円（約1,900団体・公営企業への派遣を想定）

啓発・研修事業課題対応アドバイス事業 課題達成支援事業

都道府県が市区町村・公営企業の啓発
のため支援分野の研修を行う場合に派
遣

市区町村・公営企業が直面する課題に
対して、当該課題の克服等、財政運
営・経営の改善に向けたアドバイスを
必要とする場合に団体の要請に応じて
派遣

上記の支援分野の実施に当たり、知
識・ノウハウが不足するために達成が
困難な市区町村・公営企業に、技術
的・専門的な支援を行うために派遣

都道府県に派遣個別市区町村に継続的に派遣（各都道府県市区町村担当課等と連携して事業を実施）

事業概要

（１） アドバイザーを派遣する支援分野

○ 公営企業・第三セクター等の経営改革

・ ＤＸ・ＧＸの取組

・ 経営戦略の改定・経営改善

・ 公立病院経営強化プランの改定・経営強化の取組

・ 上下水道の広域化等

・ 第三セクターの経営健全化

○ 公営企業会計の適用

○ 地方公会計の整備・活用

○ 公共施設等総合管理計画の見直し・実行

（公共施設マネジメント）

○ 地方公共団体のＤＸ

○ 地方公共団体のＧＸ

○ 首長・管理者向けトップセミナー

資料1-7
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１月22日、23日
全国財政課長・市町村担当課長会議
全国公営企業管理者会議

１月26日 アドバイザーの推薦締切

２月下旬
課題達成支援事業の対象団体・公営企業及び
派遣申請の１次照会等の通知

３月下旬 １次派遣申請締切

４月以降 アドバイザーの派遣開始

４月上旬 派遣申請の２次照会

６月下旬 ２次派遣申請締切

７月上旬 派遣申請の３次照会

９月下旬 ３次派遣申請締切

10月上旬 派遣申請の４次照会

12月下旬 ４次派遣申請締切
27

経営・財務マネジメント強化事業の実施に係る今後のスケジュール


